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【重要】年会費減額 および 会員区分変更のお知らせ 

日本生活学会では、2013 年度以降より、下記に該当する会員の方々の年会費が減額されます。

当年度分の減額適用希望者の方は、当年度中の減額お手続き・ご納入をお願いします（※1）。 

 

■減額対象者 

１）学生会員 

 従来・学生会員費 年 5,000 円  ⇒  新・学生会員費  年 3,000 円 

 

２）博士課程学生（※2）の会員 

 従来・正会員費 年 10,000 円  ⇒  新・学生会員費  年 3,000 円 

 …会員区分の改定により、博士課程学生も学生会員に登録可能となりました。 

 

３）30 歳未満（※3）の正会員（ただし、学籍のない者） 

 従来・正会員費 年 10,000 円  ⇒ 正会員：減額対象会員費  年 3,000 円 

 

４）大学博士課程修了／満期退学後 3 年以内（※3）で常勤職にない正会員 

 従来・正会員費 年 10,000 円  ⇒ 正会員：減額対象会員費  年 3,000 円 

 

■減額措置の方法 

１）学生会員（博士課程学生含む） 

・毎年、年度始めに学生証のコピー等の身分を証明する書類を、ﾒｰﾙ・FAX・郵送にて提出してください。 

・振込用紙の通信欄に以下のように記入して、お振込みください。 

   【記入例】 「2013 年度年会費：学生会員として」 

 

２）30 歳未満の正会員（ただし、学籍のない者） 

・事務局より送付される振込用紙の通信欄に、生年月日をお知らせください。 

   【記入例】 「2013 年度年会費：正会員（減額対象）として 

1985 年 1 月 1 日生まれ」 

・事務局より送付する「学会費納入のご案内」では、減額を適用しない金額で請求されますが、 

ご自身で減額適用後の金額を通信欄に記入して、お振込みください。 

 

３）大学院博士課程修了／満期退学後 3 年以内で常勤職にない正会員 

・事務局より送付される振込用紙の通信欄に、在学時のご所属と修了／満期退学年月をお知らせください。 

   【記入例】 「2013 年度年会費：正会員（減額対象）として 

2011 年 3 月 ○○大学大学院 博士課程修了」 

・事務局より送付する「学会費納入のご案内」では、減額を適用しない金額で請求されますが、 

ご自身で減額適用後の金額を通信欄に記入して、お振込みください。 
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■本改訂の主旨と、会員の皆様へのお願い 

このたびの減額措置は、本学会の会員層の拡充と参与を強く促していくためのものです。 

そのため、現理事会では、生活学ヘリテージ・プロジェクト（日本生活学会インタビュー企画）、投稿料負担

の減免、生活学教科書の刊行、若手グループネットワーク、学位論文賞、学会研究会活動の推進など、幅広い層

に向けた、これまでにないさまざまな先進的プロジェクトを企画・進行中です。 

会員の皆様におかれましては、ぜひ、ご身辺の学生、研究者、指導教員の先生方へ、御勧誘のほどを何とぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

注 

※1：減額対象の適用は、当年度中（当年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで）のみとさせていただきます。さか

のぼっての減額は原則できませんので、当年度中に手続き・納付をお願いします。また、減額措置は 2012

年度以前の年会費（滞納分など）には適用されません。 

※2：本通知における「博士課程」は、「博士後期課程」を含み、「博士前期課程（いわゆる修士課程）」は含み

ません。また、前年度時点で正会員であり、当年度に実施された理事選挙に投票された方は、当年度中の

学生会員登録はできません。当年度中に正会員から学生会員への登録変更をされた方は、投票用紙が送ら

れたとしても投票はできません。 

※3：年齢制限と「修了後 3 年以内」の規定は、当年度 4 月 1 日時点での状態が適用可能です。 

 

2012 年度年会費：正会員      10,000 円 

2013 年度年会費：正会員（減額対象）3,000 円 として 

 1985 年 1 月 1 日生まれ 
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■減額対象の方で、2013年４月から本通知到着までにすでに年会費をお支払済みの方々へ 

 

１）学生会員費 5,000 円をお支払済みの方 

・2,000 円分過払い状態となりますので、2014 年度の年会費を 2,000 円分減額 します。 

・減額のご申請と、必要情報（適用対象、生年月日・博士修了年月等）をメールないし郵便にてお届けください。 

・2014 年度に送付します年会費払込請求通知に「過払い分 2,000 円減額可能」の旨をお知らせしますので、ご

自身でご換算のうえ、適正な金額をお支払いください。郵便振替でのお支払いの場合、通信欄に「2,000 円減

額」とご記入ください。 

 

表：支払い事例１ （2013 年度学生会員（学生会員分支払済み）、2014 年度学生会員の方） 

 
減額後の正規の会費 支払額 状態 返金／減額 

2013 年度 3,000円 5,000 円 （2,000円過払い） ― 

2014 年度 3,000円 1,000 円 
 

2,000円減額 

 

２）正会員費 10,000 円をお支払済みの方 

・7,000 円分過払い状態となりますので、4,000 円返金し、2014 年度の年会費を 3,000 円分減額します。 

・減額のご申請と、必要情報（適用対象、生年月日・博士修了年月等）をメールないし郵便にてお届けください。

また、返金につきまして、郵便振替口座もしくは銀行口座番号が必要となりますので、ご希望のお振込先をお

知らせください。 

・2014 年度に送付します年会費払込請求通知に「過払い分 3,000 円減額可能」の旨をお知らせしますので、ご

自身でご換算のうえ、適正な金額をお支払いください（支払額が 0 円となる場合でも、減額申請をお願いしま

す）。郵便振替でのお支払いの場合、通信欄に「3,000 円減額」とご記入ください。 

 

表：支払い事例２ （2013 年度学生会員（正会員分支払済み）、2014 年度正会員の方） 

 
減額後の正規の会費 支払額 状態 返金／減額 

2013 年度 3,000円 10,000 円 （7,000円過払い） 4,000円返金 

2014 年度 10,000円 7,000 円 
 

3,000円減額 

表：支払い事例３ （2013 年度学生会員（正会員分支払済み）、2014 年度学生会員の方） 

 
減額後の正規の会費 支払額 状態 返金／減額 

2013 年度 3,000円 10,000 円 （7,000円過払い） 4,000円返金 

2014 年度 3,000円 0 円 
 

3,000円減額 

 

※必ず、2014 年 3 月末日までにお手続きいただきますよう、よろしくお願いいたします。 


